
調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 24

問２－１ 問２－２

問３－１ 無 問４－１　無

問３－２　条例名称
問３－２

公布日（西暦）
問３－２

施行日（西暦）

問３－３
現在の
状況

問４－２　計画名称

問４－２
女性活躍
推進法

との関係

問４－３
計画策定
の方法

問４－４
現在の
状況

6 6 3 18

36 201 徳島市 男女共同参画センター 1 1 1 1 4 第4次男女共同参画プラン・とくしま 2023年4月 ～ 2028年3月 1 1

36 202 鳴門市 人権推進課 1 2 1 1 鳴門市男女共同参画推進条例 2015年3月24日 2016年1月1日 第３次鳴門市男女行動計画 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

36 203 小松島市 人権推進課 1 2 2 2 4 第3次小松島市男女共同参画計画 2024年4月1日 ～ 2034年3月31日 1 1

36 204 阿南市 人権・男女共同参画課 1 1 1 1 阿南市男女共同参画推進条例 2006年9月22日 2006年9月22日 第４次阿南市男女共同参画基本計画 2024年4月1日 ～ 2029年3月31日 1 1

36 205 吉野川市 市民部　人権課 1 2 2 1 吉野川市男女共同参画推進条例 2007年3月28日 2007年4月1日 吉野川市第４次男女共同参画基本計画 2024.4.1 ～ 2029.3.31 1 1

36 206 阿波市 市民部人権課 1 2 1 1 4 阿波市男女共同参画基本計画（第４次） 2024年4月 ～ 2029年3月 1 1

36 207 美馬市 人権課 1 2 1 1 4 美馬市男女共同参画基本計画（第4次） 2025年4月1日 ～ 2030年3月31日 1 1

36 208 三好市 市民課人権室 1 2 2 2 4 三好市男女共同参画基本計画 2024年4月 ～ 2029年3月 1 1

36 301 勝浦町 住民課 1 2 2 2 4 勝浦町男女共同参画基本計画 2022年4月 ～ 2027月3月 1 1

36 302 上勝町 住民課 1 2 2 2 3 2

36 321 佐那河内村 総務課 1 2 2 2 4 佐那河内村総合計画（後期） 2025年4月1日 ～ 2029年3月31日 2 2

36 341 石井町 社会教育課 2 2 2 2 4 2

36 342 神山町 教育委員会事務局 2 2 2 2 4 2

36 368 那賀町 総務課 1 2 2 2 2 1

36 383 牟岐町 牟岐町教育委員会 2 2 2 2 4 牟岐町総合計画 2021年4月1日 ～ 2030年3月31日 1 2

36 387 美波町 総務課 1 2 2 2 4 第3次美波町総合計画 2023年4月1日 ～ 2032年3月31日 2 2

36 388 海陽町 長寿福祉人権課 1 2 2 2 4
海陽町部落差別撤廃・ 人権擁護に関する総合
計画

2022年2月21日 ～ 2 2

36 401 松茂町 総務課 1 2 2 2 3 松茂町男女共同参画計画 ２０２5年度 ～ ２０２9年度 1 1

36 402 北島町 総務課 1 2 2 2 2 1

36 403 藍住町 企画政策課 1 2 1 2 4 第４次藍住町男女共同参画プラン 2025年1月1日 ～ 2029年3月31日 1 1

36 404 板野町 人権コミュニティ課 1 2 2 2 4 第六次板野町振興計画（前期基本計画） 2025年4月1日 ～ 2030年3月31日 1 2

36 405 上板町 住民人権課 1 2 2 2 4 2

36 468 つるぎ町 総務課 1 2 2 2 4 第3次つるぎ町男女共同参画推進計画 2022年度 ～ 2026年度 1 1

36 489 東みよし町 企画課 1 2 2 2 4 第２次東みよし町総合計画 2020年12月 ～ 2029年12月 2 2

問３－１　有

徳島県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

町

村

コ

ー

ド

問４－２　計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（２０２５年４月１日現在で有効なもの）
問１

担当課（室）名
所
属

事
務
所
掌

庁
内
連
絡
会
議

の
有
無

諮
問
機
関

の
有
無

問４－１　有

市町村４－１



問２－１ 問２－２

問３－１ 無 問４－１　無

問３－２　条例名称
問３－２

公布日（西暦）
問３－２

施行日（西暦）

問３－３
現在の
状況

問４－２　計画名称

問４－２
女性活躍
推進法

との関係

問４－３
計画策定
の方法

問４－４
現在の
状況

問３－１　有

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

町

村

コ

ー

ド

問４－２　計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（２０２５年４月１日現在で有効なもの）
問１

担当課（室）名
所
属

事
務
所
掌

庁
内
連
絡
会
議

の
有
無

諮
問
機
関

の
有
無

問４－１　有

＜選択肢回答＞

所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況

１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定予定有

２　教育委員会 2　無 １　2025年度中（2026年3月末）までの制定を目途に検討中１　一体 2　策定予定無

２　2026年度以降の制定を目途に検討中 2　一体でない

事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法（総合計画の一部として策定している場合、「問4－2 計画名称」は括弧書きで表記）

１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 4　検討していない １　単独計画として策定

２　１ではない 2　無 2　総合計画の一部として策定

市町村４－１

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

2 1 1 2 0 0 2 0 0

36 201 徳島市 徳島市男女共同参画センター 770-0834 徳島市元町１丁目２４番地　アミコビル４階 088-624-2611 088-624-2612
https://www.city.tokushima.
tokushima.jp/shisetsu/sono
ta/josei_center.html

○ ○ ○

36 202 鳴門市 鳴門市女性支援センター ぱぁとなー 772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１７０番地 088-684-1148 088-684-1522
https://www.city.naruto.tok
ushima.jp/kurashi/jinken/jin
ken/joseishien/index.html

○ ○ ○

36 203 小松島市

36 204 阿南市

36 205 吉野川市

36 206 阿波市

36 207 美馬市

36 208 三好市

36 301 勝浦町

36 302 上勝町

36 321 佐那河内村

36 341 石井町

36 342 神山町

36 368 那賀町

36 383 牟岐町

36 387 美波町

36 388 海陽町

36 401 松茂町

36 402 北島町

36 403 藍住町

36 404 板野町

36 405 上板町

36 468 つるぎ町

36 489 東みよし町

徳島県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(２０２５年４月１日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

問６－３
施設
形態

問６－５　管理・運営主体問６－４　所在地等

施設管理

愛称・通称

問６－１

郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ

市町村４－２



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 徳島県

問１７

設置根拠
条例

設置根拠
2 条例以外

自治体または施設
（両方を含む）と

NWECとの
業務上の関わり

常勤
(雇用（任用）

期間の定めが
ない職員）

非常勤
（雇用（任用）
期間の定めが

ある職員）

１
連
携
・
協
働

2
広
報
啓
発

3
講
座

4
相
談
事
業

5
実
態
把
握

6
調
査
研
究

７
国
際
交
流

8
情
報
収
集

9
苦
情
処
理

その他

2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2 0

36 201 徳島市 徳島市男女共同参画センター 2000年6月10日 ○ 3 3 11,046 ○ ○ ○ ○ ○
男女共同参画社会づくりを目的とする団体へ
の支援

36 202 鳴門市 鳴門市女性支援センター 2010年4月1日 ○ 3 1 6,578 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

36 203 小松島市

36 204 阿南市 ○

36 205 吉野川市

36 206 阿波市

36 207 美馬市 ○

36 208 三好市

36 301 勝浦町

36 302 上勝町

36 321 佐那河内村

36 341 石井町

36 342 神山町

36 368 那賀町

36 383 牟岐町

36 387 美波町

36 388 海陽町

36 401 松茂町

36 402 北島町

36 403 藍住町

36 404 板野町

36 405 上板町

36 468 つるぎ町

36 489 東みよし町

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

問６－６　職員数（人）

問６－２　設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２５年４月１日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

問６－７
予算額
（千円）

問６－１　名　　称

問１６ 問６－８　主　　　　な　　　　事　　　　業

市町村４－２ (2)



調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち
宣

言

年

月

日

宣　　言　　名　　称

宣

言

の

形

態

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

1 8 1 12.5 12 0 0.0 16 0 0.0 17 0 0.0 3,759 516 13.7

36 201 徳島市 1 0 0.0 2 0 0.0 954 166 17.4

36 202 鳴門市 2012年2月4日 鳴門市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 14 0 0.0

36 203 小松島市 1 0 0.0 1 0 0.0

36 204 阿南市 1 0 0.0 2 0 0.0

36 205 吉野川市 1 0 0.0 1 0 0.0 353 51 14.4

36 206 阿波市 1 0 0.0 1 0 0.0 365 31 8.5

36 207 美馬市 1 0 0.0 2 0 0.0 304 34 11.2

36 208 三好市 1 1 100.0 2 0 0.0 461 59 12.8

36 301 勝浦町 1 0 0.0 1 0 0.0 16 0 0.0

36 302 上勝町 1 0 0.0 1 0 0.0 11 0 0.0

36 321 佐那河内村 1 0 0.0 1 0 0.0 47 10 21.3

36 341 石井町 1 0 0.0 1 0 0.0 128 11 8.6

36 342 神山町 1 0 0.0 1 0 0.0 175 27 15.4

36 368 那賀町 1 0 0.0 1 0 0.0 210 34 16.2

36 383 牟岐町 1 0 0.0 1 0 0.0 27 0 0.0

36 387 美波町 1 0 0.0 1 0 0.0 29 0 0.0

36 388 海陽町 1 0 0.0 1 0 0.0

36 401 松茂町 1 0 0.0 1 0 0.0 20 1 5.0

36 402 北島町 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0

36 403 藍住町 1 0 0.0 2 0 0.0 130 26 20.0

36 404 板野町 1 0 0.0 1 0 0.0 53 2 3.8

36 405 上板町 1 0 0.0 1 0 0.0 146 21 14.4

36 468 つるぎ町 1 0 0.0 1 0 0.0 173 30 17.3

36 489 東みよし町 1 0 0.0 1 0 0.0 143 13 9.1

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他

徳島県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 問５　首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況　（２０２５年７月１日現在）

女
性
比
率

（％）

副

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

自

治

会

長

数

副

市

区

長

数

問７－1

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

長

数

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

市町村４－３

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html


調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

女理 女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

女
性
委
員
数

女
性
委
員
数

333 292 6,022 1,905 31.6 423 379 7,087 2,067 29.2 120 68 735 140 19.0 568 75 13.2 592 76 12.8

小計 414 370 6,846 1,969 28.8 120 68 735 140 19.0

36 201 徳島市 40.0 2028年3月 62 58 1,228 413 33.6 28 28 459 135 29.4 6 4 40 6 15.0 46 7 15.2 47 7 14.9 1 1 1

36 202 鳴門市 40.0 2026年3月 44 42 755 278 36.8 地方自治法第202条の3に基づく審議会、その他要綱等に基づく審議
会。

33 31 555 207 37.3 6 5 39 10 25.6 42 9 21.4 43 9 20.9 1 1 1

36 203 小松島市 25.0 2034年3月 26 26 361 100 27.7
法律もしくはこれに基づく政令または条例の定めるところにより設置さ
れている審議会等 26 26 361 100 27.7 6 3 54 8 14.8 27 4 14.8 28 4 14.3 1 1 1

36 204 阿南市 2029年3月

地方自治法
①第202条の
3に基づく審
議会35％②
第180条の5
に基づく審議
会30％

53 49 1,366 462 33.8

地方自治法　①第２０２条の３に基づく審議会　②第１８０条の５に基
づく審議会

47 45 1,328 452 34.0 6 4 38 10 26.3 32 9 28.1 33 9 27.3 1 1 1

36 205 吉野川市 40.0 2029年3月 36 30 544 180 33.1 27 24 459 146 31.8 6 4 55 9 16.4 25 3 12.0 26 3 11.5 1 1 1

36 206 阿波市 50.0 2029年3月 47 34 728 228 31.3 審議会のほかに、要綱、規則等審議会や運営委員会 16 13 245 54 22.0 6 2 39 4 10.3 38 2 5.3 39 2 5.1 1 1 1

36 207 美馬市 40.0 2030年3月 12 10 225 50 22.2 11 9 175 33 18.9 6 3 35 4 11.4 31 2 6.5 32 2 6.3 1 1 1

36 208 三好市 30.0 2029年3月 0 0 0 0 16 15 415 97 23.4 0 0 0 0 0.0 30 4 13.3 31 5 16.1 1 1 1

36 301 勝浦町
西暦2027年3
月までに
45％

0 0 0 0

審議会等（地方自治法第202条の3、第180条の5）

13 12 125 46 36.8 5 3 24 7 29.2 19 2 10.5 20 2 10.0 1 1 1

36 302 上勝町 0 0 0 0 6 4 55 8 14.5 4 2 25 6 24.0 8 1 12.5 9 1 11.1 1 1 1

36 321 佐那河内村 0 0 0 0 7 6 82 21 25.6 5 2 24 6 25.0 12 3 25.0 13 3 23.1 1 1 1

36 341 石井町 0 0 0 0 17 16 245 66 26.9 5 3 32 7 21.9 18 3 16.7 19 3 15.8 1 1 1

36 342 神山町 0 0 0 0 10 8 131 29 22.1 5 3 26 3 11.5 11 1 9.1 12 1 8.3 1 1 1

36 368 那賀町 12 9 141 40 28.4 12 9 141 40 28.4 5 3 28 6 21.4 10 0 0.0 11 0 0.0 1 1 1

36 383 牟岐町 0 0 0 0 12 11 161 42 26.1 5 2 28 3 10.7 14 2 14.3 15 2 13.3 1 1 1

36 387 美波町 0 0 0 0 9 8 138 35 25.4 5 4 28 9 32.1 28 3 10.7 29 3 10.3 1 1 1

36 388 海陽町 13 10 307 55 17.9 25 18 432 93 21.5 5 4 28 6 21.4 23 3 13.0 24 3 12.5 1 1 1

36 401 松茂町 0 0 0 0 21 20 266 89 33.5 4 2 23 3 13.0 28 3 10.7 29 3 10.3 1 1 1

36 402 北島町 0 0 0 0 12 11 164 44 26.8 5 2 24 5 20.8 21 2 9.5 22 2 9.1 1 1 1

36 403 藍住町 40.0 2029年3月 12 12 172 66 38.4
法律もしくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより設置され
ている審議会等 10 10 115 45 39.1 5 3 27 7 25.9 15 3 20.0 16 3 18.8 1 1 1

36 404 板野町 0 0 0 0 9 8 125 30 24.0 5 3 37 6 16.2 17 2 11.8 18 2 11.1 1 1 1

36 405 上板町 0 0 0 0 16 15 258 68 26.4 5 3 28 8 28.6 19 2 10.5 20 2 10.0 1 1 1

36 468 つるぎ町 30.0 2027年3月 16 12 195 33 16.9 広域の審議会を除く審議会等 16 12 194 33 17.0 5 2 28 3 10.7 26 2 7.7 27 2 7.4 1 1 1

36 489 東みよし町 0 0 0 0 15 11 217 56 25.8 5 2 25 4 16.0 28 3 10.7 29 3 10.3 1 1 1

総
委
員
数

（再掲）
市町村防災会議

(会長を含む)

問９－１

徳島県

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

委
員
会
等
数

（再掲）
市町村防災会議

(委員のみ）

2025年4月1日調査時点コード

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

総
委
員
数

市

区

町

村

名

目
標
値

（％）

目
標
達
成
期
限

審
議
会
等
数

問８－２

女
性
比
率

（％）

目
標
値

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値

問８－１

その他

調査時点コード

その他

問８－２　目標設定の対象である審議会等の範囲

総
委
員
数

問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問８
目標設定の
対象である
審議会等の
目標及び
現状値

その他

問９
地方自治法
（第202条の３）
に基づく審議会
等における
登用状況

問１０
地方自治法
(第180条の５）
に基づく委員会
等におけ
る登用状況

市町村４－４



調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

　女理 　女理うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

9 9 241 98 40.7 0 0 0 0  

徳島市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

鳴門市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

小松島市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

阿南市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

吉野川市 2 2 85 34 40.0 0 0 0 0 0.0

阿波市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

美馬市 1 1 50 17 34.0 0 0 0 0 0.0

三好市 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

勝浦町 2 2 21 13 61.9 0 0 0 0 0.0

上勝町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

佐那河内村 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

石井町 2 2 28 13 46.4 0 0 0 0 0.0

神山町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

那賀町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

牟岐町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

美波町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

海陽町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

松茂町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

北島町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

藍住町 2 2 57 21 36.8 0 0 0 0 0.0

板野町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

上板町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

つるぎ町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

東みよし町 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0

女
性
比
率

（％）

徳島県

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

目標設定の対象である審議会等の目標及び現状値
目標設定の対象である審議会等の

範囲
問９　地方自治法（第202条の３）に
基づく審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

（再掲）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

問１０　地方自治法(第180条の５）に
基づく委員会等における登用状況

（再掲）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

委
員
会
等
数

総
委
員
数

市町村４－４ (2)



調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

1,038 274 26.4 791 176 22.3 107 15 14.0 88 14 15.9 92 16 17.4 63 8 12.7 839 243 29.0 640 154 24.1 1,317 632 48.0 947 429 45.3 1,472 644 43.8 939 370 39.4 141 23 16.3 36 2 5.6

36 201 徳島市 153 21 13.7 101 12 11.9 16 1 6.3 13 1 7.7 49 8 16.3 29 2 6.9 88 12 13.6 59 9 15.3 115 27 23.5 94 24 25.5 299 86 28.8 203 61 30.0 1 19 3 15.8 4 0 0.0 1

36 202 鳴門市 82 17 20.7 53 8 15.1 21 2 9.5 14 1 7.1 0 0 0.0 0 0 0.0 61 15 24.6 39 7 17.9 97 36 37.1 57 26 45.6 187 72 38.5 118 51 43.2 1 10 4 40.0 3 2 66.7 1

36 203 小松島市 61 13 21.3 48 11 22.9 10 2 20.0 9 2 22.2 0 0 0.0 0 0 0.0 51 11 21.6 39 9 23.1 87 40 46.0 58 26 44.8 148 77 52.0 84 38 45.2 1 7 1 14.3 4 0 0.0 1

36 204 阿南市 85 20 23.5 61 15 24.6 16 2 12.5 15 2 13.3 1 0 0.0 0 0 0.0 68 18 26.5 46 13 28.3 188 92 48.9 121 59 48.8 89 38 42.7 38 10 26.3 1 8 0 0.0 2 0 0.0 1

36 205 吉野川市 63 16 25.4 57 9 15.8 10 2 20.0 10 2 20.0 8 2 25.0 8 2 25.0 45 12 26.7 39 5 12.8 91 46 50.5 83 40 48.2 22 7 31.8 22 7 31.8 1 7 1 14.3 2 0 0.0 1

36 206 阿波市 78 21 26.9 64 19 29.7 10 0 0.0 8 0 0.0 16 2 12.5 13 2 15.4 52 19 36.5 43 17 39.5 89 55 61.8 67 40 59.7 27 13 48.1 25 12 48.0 1 7 0 0.0 2 0 0.0 1

36 207 美馬市 73 19 26.0 49 7 14.3 11 2 18.2 8 2 25.0 10 2 20.0 5 0 0.0 52 15 28.8 36 5 13.9 73 30 41.1 45 15 33.3 75 24 32.0 36 14 38.9 1 6 1 16.7 2 0 0.0 1

36 208 三好市 59 19 32.2 53 15 28.3 10 2 20.0 8 2 25.0 3 2 66.7 3 2 66.7 46 15 32.6 42 11 26.2 168 98 58.3 133 68 51.1 81 47 58.0 60 31 51.7 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

36 301 勝浦町 14 5 35.7 12 4 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14 5 35.7 12 4 33.3 15 6 40.0 15 6 40.0 8 3 37.5 8 3 37.5 1 2 0 0.0 1 0 0.0 1

36 302 上勝町 16 6 37.5 13 4 30.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 16 6 37.5 13 4 30.8 6 3 50.0 4 1 25.0 8 4 50.0 4 1 25.0 1 5 1 20.0 1 0 0.0 1

36 321 佐那河内村 8 0 0.0 8 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8 0 0.0 8 0 0.0 9 3 33.3 9 3 33.3 16 8 50.0 16 8 50.0 1 7 2 28.6 1 0 0.0 1

36 341 石井町 29 13 44.8 21 6 28.6 0 0 0.0 0 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 25 13 52.0 17 6 35.3 26 15 57.7 16 8 50.0 77 46 59.7 48 22 45.8 1 5 2 40.0 1 0 0.0 1

36 342 神山町 14 5 35.7 14 5 35.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 14 5 35.7 14 5 35.7 27 15 55.6 24 12 50.0 22 11 50.0 16 5 31.3 1 7 2 28.6 1 0 0.0 1

36 368 那賀町 25 3 12.0 24 3 12.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25 3 12.0 24 3 12.5 55 19 34.5 37 9 24.3 101 52 51.5 45 20 44.4 1 3 0 0.0 2 0 0.0 1

36 383 牟岐町 17 4 23.5 16 3 18.8 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 16 4 25.0 15 3 20.0 18 8 44.4 18 8 44.4 3 2 66.7 3 2 66.7 1 3 1 33.3 1 0 0.0 1

36 387 美波町 21 5 23.8 19 4 21.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 21 5 23.8 19 4 21.1 25 16 64.0 18 10 55.6 25 5 20.0 19 1 5.3 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

36 388 海陽町 25 4 16.0 23 2 8.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 25 4 16.0 23 2 8.7 16 6 37.5 14 4 28.6 0 0 0.0 0 0 0.0 1 8 1 12.5 1 0 0.0 1

36 401 松茂町 27 15 55.6 22 11 50.0 3 2 66.7 3 2 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 24 13 54.2 19 9 47.4 12 8 66.7 10 7 70.0 21 9 42.9 14 7 50.0 1 3 1 33.3 1 0 0.0 1

36 402 北島町 23 12 52.2 14 7 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 23 12 52.2 14 7 50.0 56 22 39.3 25 11 44.0 39 26 66.7 19 10 52.6 1 5 2 40.0 1 0 0.0 1

36 403 藍住町 27 16 59.3 16 7 43.8 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 27 16 59.3 16 7 43.8 34 28 82.4 17 11 64.7 38 22 57.9 22 10 45.5 1 2 0 0.0 0 0 0.0 1

36 404 板野町 19 7 36.8 14 5 35.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 19 7 36.8 14 5 35.7 10 6 60.0 6 2 33.3 46 27 58.7 25 11 44.0 1 2 0 0.0 0 0 0.0 1

36 405 上板町 33 9 27.3 28 9 32.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 33 9 27.3 28 9 32.1 11 6 54.5 10 6 60.0 36 23 63.9 24 13 54.2 1 5 0 0.0 0 0 0.0 1

36 468 つるぎ町 66 16 24.2 45 5 11.1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 66 16 24.2 45 5 11.1 64 38 59.4 47 26 55.3 61 25 41.0 53 20 37.7 1 9 1 11.1 3 0 0.0 1

36 489 東みよし町 20 8 40.0 16 5 31.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 20 8 40.0 16 5 31.3 25 9 36.0 19 7 36.8 43 17 39.5 37 13 35.1 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

問１１－５

調

査

時

点

コ

ー

ド

その他その他

調

査

時

点

コ

ー

ド

問１１－２ 問１１－５　本庁の防災・危機管理部局への配置状況

うち管理職数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

部
局
職
員
数

防
災
・
危
機
管
理

女
性
数

うち一般行政職

管
理
職
総
数

うち一般行政職

部
局
長
相
当
職

部
局
長
相
当
職

次
長
相
当
職

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
補
佐
相
当
職

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

管
理
職
総
数

次
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

課
長
相
当
職

問１１－１　管理職の在職状況 問１１－２　職務上の地位別職員在職状況

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

係
長
相
当
職

課
長
補
佐
相
当
職

うち一般行政職

係
長
相
当
職

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

調査時点コード 2025年4月1日 その他

徳島県

市町村４－４（3）



調査表４－５

市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査）

議会関係は2025年7月1日（その他2025年4月1日）

問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

15 1の合計 23 0 22 2 20 20 20 20 20 13

3 2の合計 0 12 1 20 1 1 1 1 1 0

1 3の合計 0 10 1 0 0 0 0 0 0

5 4の合計 1 1 3 3 3 3 3 0

36 201 徳島市 1

職員の旧姓使用に関する取扱要綱

第２条第４項 市長は、前３項の規定により、職員又は新たに職員として採用される者（次項に
おいて「職員等」という。）から旧姓使用承認申請書の提出があった場合は、法令上又は実務
上特段の支障が生じると人事課長が認めるときを除き、旧姓の使用を承認するものとする。 徳島市議会 1 2 1

徳島市議会会議規則

第2条 第2項 
議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあつて
は、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

36 202 鳴門市 1

鳴門市職員旧姓取扱要綱

第３条　職員は、法令等の規定に反するおそれのない、専ら職員間で使用している文書等に
ついて、職務遂行上又は事務処理上著しい支障を生じないものに限り、旧姓を使用すること
ができる。ただし、次に掲げる文書等については、旧姓を使用することができない。 
  ⑴　公権力の行使に関するもの 
  ⑵　職員の権利及び義務に係るもので特別な法律関係を生じさせるもの 
  ⑶　職員の身分関係に係るもの 
  ⑷　その他職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生ずるおそれのあるもの

鳴門市議会 1 2 1

鳴門市議会会議規則

第２条第２項 
議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、
14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を
明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

36 203 小松島市 1

小松島市職員旧姓使用取扱要綱

第2条　職員は、市長の承認を受けて、法令及び条例等の規定に接触する恐れがなく、かつ、
専ら組織内で使用する文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上支障がないものに
ついて、旧姓を使用することができる。 小松島市議会 1 2 1

小松島市議会会議規則

第２条第２項 
議員は、出産のため出席できないときは，出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては，
14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において，その期間を
明らかにして，あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

3

出産については適
用除外としている。

1 1 1 1 1 1

36 204 阿南市 1

阿南市職員の旧姓使用に関する取扱要領

第１条　この要領は、婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）によって戸籍上
の氏を改めた職員が、改正前の氏（以下「旧姓」という。）を職場において使用することに関
し、必要な事項を定めるものとする。以下条文において規定

阿南市議会 1 2 1

阿南市議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

36 205 吉野川市 1

吉野川市職員旧姓使用取扱規程

規程全体が職員の通称又は旧姓の使用の内容となっている。
吉野川市議会 1 2 1

吉野川市議会会議規則

(欠席の届出) 
第84条　委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出な
ければならない。 
 

2 1 1 1 1 1

36 206 阿波市 2

  

阿波市議会 1 2 1

阿波市議会会議規則

(欠席の届出) 
第2条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
2　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

36 207 美馬市 1

美馬市職員旧姓使用取扱規程

(旧姓の使用) 
第3条　職員は、市長の承認を受けて、法令及び条例等の規定に抵触するおそれがなく、か
つ、専ら組織内で使用する文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上支障がないも
のについて、旧姓を使用することができる。

美馬市議会 1 2 1

美馬市議会会議規則

第2条第2項 
議員は出産のため出席できないときは、出産予定の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４
週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に届出を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

調査時点

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

徳島県

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

36 208 三好市 1

三好市職員旧姓使用要綱、三好市立学校教職員旧姓使用取扱要綱

三好市職員旧姓使用要綱 
第１条　この訓令は、三好市に勤務する一般職に属する職員（以下、「職員」という。）で婚姻
その他の理由により姓を改めるものが、旧姓を使用する場合の使用基準及び手続きを定め
るものとする。 
三好市立学校教職員旧姓使用取扱要綱 
第１条　この訓令は、教職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を
図るために、教職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前
使用していた氏（以下「旧姓」という。）を職場において使用することに関し必要な事項を定め
るものとする。

三好市議会 1 2 1

三好市議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条第２項　議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場
合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内におい
て、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

1

三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

三好市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例        
（議員報酬の減額） 
第３条第１項　議員が疾病その他の事由により、市議会の会議等に長期欠席した場合の議
員報酬の額は、当該議員が受けるべき議員の報酬額に、次の表に掲げる長期欠席の期間の
区分に応じた割合を乗じて得た額とする。 
 
長期欠席の期間　　　　　　　　　　　　　　　割合 
90日を超え180日以下であるとき　　　　　100分の70 
180日を超え365日以下であるとき　　　　　100分の50 
365日を超えるとき　　　　　　　　　　　100分の20 
 
（適用除外） 
第５条第１項　長期欠席の期間が次の各号に掲げる事由により生じた場合には、前２条の規
定は適用しない。 
（２）その他議長がやむを得ないと認める事由である場合

1 1 1 1 1

36 301 勝浦町 1

勝浦町職員旧姓使用取扱要綱

(旧姓使用の承認申請) 
第３条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第 
1 号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。 
２ 前項の旧姓使用承認申請書は、勝浦町職員服務規程(昭和 44 年勝浦町規程 
第２号)第 15 条第 2 項に規定する履歴事項の変更の届出に併せて、所属長を 
経由して町長に提出するものとする。 
(承認) 
第４条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第２ 
号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

勝浦町議会 1 3 1

勝浦町議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は，公務，傷病，出産，育児，看護，介護，配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは，その理由を付け，当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
２　前項の規定にかかわらず，議員が出産のため出席できないときは，出産予定日の８週間
（多胎妊娠の場合にあっては，14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日まで
の範囲内において，その期間を明らかにして，あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

36 302 上勝町 1

上勝町職員旧姓使用取扱要綱

（旧姓の使用）第２条　職員は、町長の承認を受けて、次条に定めるものに限り、旧姓を使用
することができる。

上勝町議会 1 3 1

上勝町議会会議規則

（欠席の届出）第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助そ
の他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日開議時刻までに
議長に届け出なければならない。　２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席で
きないときは、出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該
出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじ
め議長に欠席届を提出することができる。

2 4 4 4 4 4 1

36 321 佐那河内村 4 佐那河内村議会 1 2 1

佐那河内村議会会議規則

佐那河内村議会会議規則第2条第2項 
前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範
囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 4 4 4 4 4

36 341 石井町 2

  

石井町議会 1 3 1

石井町議会会議規則第2条第2項

前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範
囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

36 342 神山町 2 神山町議会 1 3 1

神山町議会会議会則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届けな
ければならない 

2 1 1 1 1 1

36 368 那賀町 1

那賀町職位の旧姓使用に関する要綱

(旧姓の使用)旧姓を使用することができる文書等は、次のいずれにも該当するものであって、
おおむね別表第１に掲げる基準に該当するものとする。(1)旧姓を使用しても法令等に抵触す
るおそれのないもの(2)職務遂行場刺傷がないと認められるもの２前項に規程する者以外で
あって、別表２に掲げる基準に該当する文書等は旧姓を使用することができない。

那賀町議会 1 2 1

那賀町議会会議規則

第１章　第2条２前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定
日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過す
る日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出する
ことができる。

2 1 1 1 1 1

36 383 牟岐町 4 牟岐町議会 1 4 2 2 2 2 2 2 2

36 387 美波町 3 美波町議会 1 2 1

美波町議会会議規則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出
なければならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間
(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

36 388 海陽町 1

海陽町職員旧姓使用取扱要項

(旧姓使用の承認) 
第5条	任命権者は、前条の申請があった場合において、職務遂行上又は事務処理上支障が
ないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。

4 4 4 4 4 4

市町村４－５



問１２－１ 問１２－２ 問１２－３ 問１２－４ 問１２－６

１．明記した規
定があり、認め
ている。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に使用した事例
も判断したこと
もない。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

議　　会　　名

１．明記した規
定がある。
２．明記した規
定はないが、運
用上認めてい
る。
３．明記した規
定がなく、運用
上も認めていな
い。
４．明記した規
定がなく、過去
に事例がない。

１．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも短
い。
２．労働基準法
65条の産前産
後期間と同等。
３．労働基準法
65条の産前産
後期間よりも長
い。
４．期間の定め
はない。

１．産前産後期
間を明記した規
定がある。
２．産前産後期
間を明記した規
定はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者の
出産

育児
家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

問１２-１で
 １．を選択した
場合、出産に係
る産前産後期
間の明記はあ
るか。

問１１－３及び４　職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査　

議員の出産を
欠席事由として
明記した規定
（産休を含む）
があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけてください。
１．個別の各事由を明記した規定がある。
２．個別の各事由を明記した規定はないが、解釈又は運用上認めている。
３．個別の各事由を明記した規定がなく、解釈又は運用上も認めていない。
４．個別の各事由を明記した規定がなく、過去に事例がない。
 　（２及び３の場合を除く。）

問１２－７問１２－５

問１２-３で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-５で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

問１２-１で １．を選択した場合、
休暇期間の報酬について減額の規
定はあるか。

問１２-１で
 １．を選択した
場合、取得する
ことが可能な休
業期間は、次の
うちどれか。

36 401 松茂町 4

  

松茂町議会 1 3 1

松茂町議会会議規則

第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出
なければならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間
(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

1

松茂町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

第2条　議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は議長、副議長及び議員の別に支給するもの
とし、その額は、それぞれ次のとおりとする。 
（省略） 
5　前各項の規定にかかわらず、議長、副議長又は議員が長期にわたり議員活動ができない
ときは、その期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の報酬を翌月から
支給する。ただし、議員活動ができない期間が1年6ヶ月を超える場合は、報酬を翌月から支
給しない。 
(1)　議員活動ができない期間が180日を超え365日以下である場合　当該期間の報酬月額に
100分の30を乗じて得た額を減じた額 
(2)　議員活動ができない期間が365日を超える場合　当該期間の報酬月額に100分の50を乗
じて得た額を減じた額

1 1 1 1 1

36 402 北島町 1

北島町職員旧姓使用取扱要綱

(趣旨) 
 
第1条　この要綱は、北島町に勤務する職員(定年前再任用を含む一般職の職員及び会計年
度任用職員をいう。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」と
いう。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」と
いう。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。 
 
(旧姓の使用) 
 
第2条　職員は、町長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で
使用している文書、簡易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれの
ないものにおいて、旧姓を使用することができる。

北島町議会 1 3 1

北島町議会会議規則

(欠席の届出) 
 
第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出
なければならない。 
 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間
(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1

36 403 藍住町 1

藍住町職員旧姓使用取扱要綱

第2条　職員は、総務課長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員
間で使用している文書、簡易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそ
れのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

藍住町議会 1 3 1

藍住町議会会議規則

第２条第２項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定
日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間(双子以
上の場合は9週間)を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじ
め議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

36 404 板野町 4

  

板野町議会 1 3 1

板野町議会会議規則　第２条第２項

前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の８週間（多
児妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

36 405 上板町 1

上板町職員旧姓使用取扱要綱

(趣旨) 
第1条　この要綱は，上板町に勤務する一般職の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下
「職員」という。)が，婚姻，養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の
氏を改めた後も，引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用す
ることに関して必要な事項を定めるものとする。 
 
(旧姓の使用) 
第2条　職員は，総務課長に届け出ることにより，法令等に抵触するおそれがなく，専ら職員
間で使用している文書，簡易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそ
れのないものにおいて，旧姓を使用することができる。

上板町議会 1 3 1

上板町議会会議規則

第2条　議員は，公務，傷病，出産，育児，看護，介護，配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは，その理由を付け，当日の開議時刻までに議長に届け出
なければならない。 
2　前項の規定にかかわらず，議員が出産のため出席できないときは，出産予定日の8週間
(多胎妊娠の場合にあっては，14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において，その期間を明らかにして，あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

36 468 つるぎ町 4 つるぎ町議会 1 2 1

つるぎ町議会会議規則

（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを
得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け
出なければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定日の６週間
（多胎妊娠の場合にあつては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することがで
きる。

2 1 1 1 1 1 1

36 489 東みよし町 1

東みよし町職員旧姓使用取扱要綱

(旧姓の使用) 
第2条　職員は、町長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で
使用している文書、簡易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれの
ないものにおいて、旧姓を使用することができる。

1 3 1

東みよし町議会会議規則

第2条第2項　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため出席できないときは、出産予定
日の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から当該出産の日後8週間を経過
するまでの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出するこ
とができる。

2 1 1 1 1 1

市町村４－５



調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 徳島県

議会関係は2025年7月1日（その他2025年4月1日）

問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

0 1 6 11 1 0 3 7

0 3 4 4 3 8 3 13

1 2 14 9 11 16 1 4

23 18 17

36 201 徳島市 3 3 3 3 3 2 2 22 1 4.5

36 202 鳴門市 4 4 3 1 3 3 4 1

鳴門市地域防災計画

第2章9節第7 
市は平常時から防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し、男女
共同参画その他多様な視点を取り入れた防災対策について関係機関等
と理解を深め、要配慮者を支援する体制の整備を推進し、地域の防災力
向上に努めるものとする。

17 1 5.9

36 203 小松島市 4 3 1 1

小松島市議会ハラスメント防止条例

全ての条が該当部分になる

1 2 2 4 1

小松島市地域防災計画

1-50 
　本市及び県は、男女共同参画の視点から、地域防災会議の委員に占
める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、男女共同参画担当部局
が災害対応について連絡調整を行い、避難行動要支援者の避難誘導
や避難所の運営等においても、男女のニーズの違いなど男女双方の視
点に配慮した防災対策に努めるものとする。 
　また、平常時及び災害時における男女共同参画担当部局の役割につ
いて、防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよ
う努めるものとする。

49 11 22.4

36 204 阿南市 4 4 3 1 3 3 4 1

阿南市地域防災計画

第１７節「避難行動要支援者対策計画」第５「男女共同参画の視点を取り
入れた防災対策」 
県及び本市は、避難行動要支援者の避難誘導や避難所の運営等にお
いて、男女のニーズの違いなど男女双方の視点に配慮した防災対策に
努めるものとする。このため、県及び市町村は、男女共同参画の視点か
ら、阿南市防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組むと
ともに、男女共同参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等
における調整連絡を行い、また、男女共同参画センターが地域における
防災活動の拠点となるよう、平常時及び災害時における男女共同参画
担当部局及び男女共同参画センターの役割について、防災担当部局と
男女共同参画担当部局が連携し、明確化しておくよう努めるものとする。

19 2 10.5

36 205 吉野川市 4 4 1 1

吉野川市議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例

条例全体が職員に対するハラスメント防止の内容となっている。
1 3 3 2 2 63 16 25.4 ○

36 206 阿波市 4 4 3 1 3 3 4 1

阿波市地域防災計画

６男女共同参画の視点を取り入れた防災対策 
平常時から危機管理課と人権課が連携し、次のような施策を推進する。 
(1)防災・減災・災害復興の企画・立案における女性の参画促進 
各種対応マニュアルの策定等の企画・立案において、女性の参画を促
進し、さまざまな立 
場のニーズに配慮するよう努める。 
また、防災会議委員の女性委員の参画に努める。 
(2)女性リーダー等の育成 
小学校区毎の自主防災組織の結成においては、女性リーダーや役員の
育成を促進する。 
(3)消防団における女性の活躍促進 
自主防災組織及び小中学校等の防災訓練等への女性消防班の参加を
促進する。 
(4)災害現場への女性職員の積極的登用 
災害発生時において、女性職員を積極的に登用し、避難行動要支援者
の避難誘導や避難所の運営等において、男女のニーズの違いなど男女
双方の視点に配慮した対応活動に努める。

27 0 0.0

36 207 美馬市 4 4 1 1

美馬市議会議員政治倫理条例

第５条第６項 
ハラスメントその他人権侵害のおそれがある行為をしないこと。 2 2 2 4 2 17 2 11.8

36 208 三好市 4 1 1 3

研修を開催している

1 3 2 4 1

地域防災計画　共通対策編

８ 男女共同参画の視点を取り入れた防災対策 
防災会議の委員に占める女性の割合を高めるよう取り組むとともに、避
難行動要支援者の避難誘導や避難所の運営等において、男女のニー
ズの違いなど男女双方の視点に配慮した防災対策に努める。 
このため、平常時及び災害時における人権室の役割について、危機管
理課と人権室が連携し、明確化しておくよう努める。

278 108 38.8

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

4 1 1

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

調査時点

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

912 282 30.9% 2

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

市町村４－５ (2)



問１２－８ 問１２－９ 問１２－１０ 問１２－１２ 問１２－１３ 問１２－１４ 問１２－１５ 問１２－１６ 問１２－１７ 問１２－１８ 問１３ 問１３－１ 問１５

１．人員及び場
所の設置また
は提供がされて
いる。（臨時の
ものも含む）
２．保育に必要
な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨
時のものも含
む）
３．設置または
提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所
が設置されてい
る。（常設）
２．授乳等に必
要な場所の設置
または提供がさ
れている。（臨時
のものも含む）
３．設置または提
供する予定であ
る。
４．なし

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組
む予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
関
す
る

 
 

規
定

(

倫
理
規
定
等

)

が
あ
る

２
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
員
向
け

 
 

相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
る

３
．
そ
の
他

その他内容

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、行う予定
である。
３．行っておらず、
今後、行う予定もな
い。

１．研修において利
用している。
２．研修において利
用していない又は
現在は研修を行っ
ていないが、今後
行う研修で利用予
定である。
 ３．研修において
利用していない又
は現在は研修を
行っておらす、今後
行う研修で利用す
る予定もない。

１．行っている。
２．行っていない
が、今後、取り組む
予定である。
３．行っておらず、
今後、取り組む予
定もない。

１．明記した規定が
あり、認めている。
２．明記した規定は
ないが、運用上認
めている。
３．明記した規定が
なく、運用上も認め
ていない。
４．明記した規定が
なく、過去に使用し
た事例も判断したこ
ともない。

１．位置づけられ
た規定がある。
２．位置づけられ
ていない。
３．その他
　　（不明等）

政治分野の男女共同参
画のために実施してい
ることがあればご記入く
ださい。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）における
具体的な役割

問１３で１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

男女共同参画担
当部局又は男女
共同参画センター
の具体的な役割
が明確に位置づ
けられているか。

問12－１１
議会において、通
称又は旧姓の使用
を認めていますか。

議員の利用す
ることのできる
保育施設等が
議会に設置ま
たは提供されて
いるか。

議員の利用する
ことのできる授乳
室等が議会に設
置または提供さ
れているか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議会におけるハラ
スメント防止に関
する取組（ハラスメ
ント防止に関する
議員向け研修を除
く。）を行っていま
すか。

問１２－１０で １．を選択した場合、
行っている取組みは、次のうちどれか。

問１２－１１で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関
する研修（ハラスメ
ント防止に関するも
の以外）を行ってい
ますか。

ハラスメント防止に
関する議員向け研
修を行っています
か。

当該研修におい
て、令和４年４月に
内閣府が公表した
教材動画「政治分
野におけるハラスメ
ント防止研修教材」
を利用している又は
利用する予定はあ
りますか。

問１２－１６で １．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してください。

災害対策本部への女性の配置状況
研修の

実施状況

問１４

本部員総数
※本部長を含む

(人）

うち女性
(人)

女性比率
（％）

庁内職員に対す
る男女共同参画
の視点からの防
災・復興をテーマ
にした研修の実
施状況

36 301 勝浦町 4 2 3 1 3 2 4 3 14 5 35.7

36 302 上勝町 4 4 1 2 1 3 3 4 2 13 4 30.8

36 321 佐那河内村 4 2 2 3 2 4 2 13 1 7.7

36 341 石井町 4 2 3 3 3 3 2 36 14 38.9

36 342 神山町 4 4 3 3 3 4 2 19 2 10.5

36 368 那賀町 4 4 2 2 2 3 1

那賀町議会議員の通称名等の使用取扱要綱

第2条　議員は、次の各号に掲げる場合において、各号に定める通称名等を使用する
ことができる。

女性模擬議会

2 3 0 0.0

36 383 牟岐町 4 4 2 2 3 2 4 2 18 5 27.8

36 387 美波町 4 4 3 3 3 2 3 26 8 30.8

36 388 海陽町 4 4 3 3 3 4 2 97 40 41.2

36 401 松茂町 4 4 1 1

松茂町議会ハラスメント防止条例

全条文該当
1 3 3 4

特になし

2 39 23 59.0

36 402 北島町 4 4 3 1 1 3 1 1

北島町地域防災計画

第１節　防災知識の普及・啓発 
　大規模災害時には町・県・防災関係機関の活動が制約されることが予
想されることから、住民一人ひとりが、「自らの身の安全は自らが守るこ
と（自助）」を基本認識とし、平常時より防災についての備えを心がけると
ともに、発災時には自らの身を守るよう行動することが重要である。 
　また、災害時には、「初期消火や近隣の負傷者、避難行動要支援者
を、地域の人々が協力し合って助けること（共助）」、避難場所での活動、
あるいは「町や県など行政が行う防災活動（公助）」への協力など、防災
への寄与に努めることが求められる。 
　こうしたことから、防災対策をより一層効果的に行うためには、自助、
共助、公助が、それぞれの役割を十分果たすとともに、相互の密接な連
携・協働のもとに行う住民をあげての取組が重要であり、住民防災運動
として、自主防災組織の組織化の促進と活動の活性化や、既存の自主
防災組織、事業所等の自衛消防組織等と協力して住民に防災思想、防
災知識を普及・啓発し、防災意識の高揚に努めるとともに、職員に対して
災害の防止に必要な教育の徹底を図るものとする。この際、男女共同参
画の視点を取り入れた防災体制の確立にも配慮するものとする。 
 
第１　５　男女共同参画の視点を取り入れた防災対策 
　　　　　町は、避難行動要支援者の避難誘導や避難所の運営等におい
て、男女のニーズの違いなど男女双方の視　　 
　　　　　点に配慮した防災対策に努める。 

28 11 39.3

36 403 藍住町 4 4 3 1 3 3 1

藍住町議会議員旧姓使用取扱要綱

第３条　議員は、議長の承認を受けたときは、別表に掲げる事項を除き、旧姓を用する
ことができるものとする。

1

藍住町地域防災計画

第２章第８節第２　５男女共同参画の視点を取り入れた防災対策 
（前略）避難行動要支援者の避難誘導や避難所の運営等において、男
女のニーズの違いなど男女双方の視点に配慮した防災対策の実施に努
めるものとし、平常時から防災担当部局と男女共同参画担当部局が連
携し、実施方法等の明確化に努める。

23 12 52.2

36 404 板野町 4 4 3 3 3 4 2 28 8 28.6

36 405 上板町 4 4 3 3 2 4 3 22 4 18.2

36 468 つるぎ町 4 4 3 3 3 4 2 23 0 0.0

36 489 東みよし町 4 4 2 2 3 2 4 3 18 4 22.2 ○

北島町議会議員の旧姓の使用に関する取扱要綱

(趣旨) 
 
第1条　この要綱は、北島町議会議員(以下「議員」という。)が議員活動において旧姓を
使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 
 
(定義) 
 
第2条　この要綱において「旧姓」とは、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」と
いう。)により、氏を改めた者の婚姻等の前の戸籍上の氏をいう。 
 
(承認) 
 
第3条　議員は、議長の承認を受けたときは、次に掲げる事項を除き、旧姓を使用する
ことができるものとする。 
 
(1)　履歴に関する届出書類 
 
(2)　辞職願 
 
(3)　議員報酬、費用弁償及びその他支給に関する書類 
 
(4)　源泉徴収票の名義 
 
(5)　叙位及び叙勲の申請 
 
(6)　在職証明書等各種証明書 
 
(7)　全国町村議会議員共済会に関する各種届出書類 
 
(8)　その他旧姓の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断する
もの

市町村４－５ (2)


